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〇
厚
生
労
働
省

農
林
水
産
省
告
示
第 

 
 

号 
法
人
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
年
大
蔵
省
令
第
十
二
号
）
第
五
条
の
二
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
人
税
法
施

行
規
則
第
五
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
及
び
農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
、

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

令
和
六
年 

 

月 
 

 
日 

厚
生
労
働
大
臣 

武
見 

敬
三 

 

農
林
水
産
大
臣 

坂
本 

哲
志 

 

 

法
人
税
法
施
行
規
則
第
五
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
及
び
農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る
基
準
は
、
次

の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。 

一 

農
業
協
同
組
合
連
合
会
の
行
う
事
業
に
つ
い
て
、
社
会
保
険
診
療
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十

六
号
）
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
社
会
保
険
診
療
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
収
入
金
額
（
労
働
者
災
害
補

償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
に
係
る
患
者
の
診
療
報
酬
（
当
該
診
療
報
酬
が
社
会
保
険
診
療
報
酬
と
同

一
の
基
準
に
よ
っ
て
い
る
場
合
又
は
当
該
診
療
報
酬
が
少
額
（
事
業
収
益
の
額
の
お
お
む
ね
百
分
の
十
以
下
の
場
合
を
い
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う
。
）
の
場
合
に
限
る
。
）
を
含
む
。
）
、
健
康
増
進
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
号
）
第
六
条
に
規
定
す
る
健
康
増

進
事
業
実
施
者
が
行
う
同
法
第
四
条
に
規
定
す
る
健
康
増
進
事
業
（
健
康
診
査
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
に

係
る
収
入
金
額
（
当
該
収
入
金
額
が
社
会
保
険
診
療
報
酬
と
同
一
の
基
準
に
よ
り
計
算
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
、

予
防
接
種
（
予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
定
期
の
予
防
接
種
等
及
び

医
療
法
施
行
規
則
第
三
十
条
の
三
十
五
の
三
第
一
項
第
二
号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
予
防
接
種
（

平
成
二
十
九
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
十
四
号
）
に
定
め
る
予
防
接
種
を
い
う
。
）
に
係
る
収
入
金
額
、
助
産
（
社
会

保
険
診
療
及
び
健
康
増
進
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
収
入
金
額
（
一
の
分
娩べ

ん

に
係
る
助
産
に
係
る
収
入
金

額
が
五
十
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
五
十
万
円
を
限
度
と
す
る
。
）
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

の
規
定
に
よ
る
保
険
給
付
に
係
る
収
入
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
第
二
十
六
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
サ
ー
ビ
ス
に
係

る
収
入
金
額
を
除
く
。
）
及
び
農
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
農
業
協
同
組
合
連
合
会
が
会
員
か
ら
徴
収
す
る
賦
課
金
に
係
る
収
入
金
額
の
合
計
額
が
、
事
業
収
益
の
額
の
百
分
の

八
十
を
超
え
る
こ
と
。 

二 

農
業
協
同
組
合
連
合
会
が
、
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
六
十
三
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
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選
定
療
養
に
関
し
、
特
別
の
療
養
環
境
の
提
供
を
す
る
と
き
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。 

イ 
各
医
療
施
設
ご
と
の
特
別
の
療
養
環
境
に
係
る
病
床
数
が
療
担
規
則
及
び
薬
担
規
則
並
び
に
療
担
基
準
に
基
づ
き
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
掲
示
事
項
等
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
七
号
）
第
三
第
二
号
㈡
に
規
定
す
る
基
準

に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。 

ロ 

各
医
療
施
設
ご
と
の
特
別
の
療
養
環
境
に
係
る
病
床
の
病
室
差
額
料
の
平
均
額
が
五
千
円
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

  


